
95.6
1.7
2.7

昼間・夜間ともに環境基準達成
昼間・夜間いずれかで環境基準達成

昼間・夜間ともに環境基準非達成

環境基準

94.5

4.7

0.8
昼間・夜間ともに要請限度以下

昼間・夜間いずれかで要請限度以下

昼間・夜間ともに要請限度超過

要請限度

第１節　自動車交通環境自動車交通環境

第３章　交通環境
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比べて高い状況にあります。

自動車は利便性に優れた交通手段ですが、一

方では排出ガスなどによる大気汚染や騒音の原

因となって道路周辺の生活環境に影響を与える

ことから、自動車環境対策を積極的に推進して

いくことが必要とされています。

そのため、県は、平成７年３月に策定した「愛

知県における低公害車普及方針－あいちエコ・

カー －」により低公害車普及のための対策を

進めるほか、騒音の深刻な地域を対象に愛知県

道路交通対策推進協議会（平成 年２月から

「あいち新世紀自動車環境戦略会議」に統合）

を設置し、遮音壁の設置、低騒音舗装の敷設等

の対策を推進してきました。

更に、平成 年 月の名古屋南部公害訴訟

の判決（名古屋地方裁判所）において、自動車

排出ガスと健康被害との因果関係が認められる

とともに国に一定濃度以上の浮遊粒子状物質の

排出差し止めを命じたこと（裁判は平成 年８

月に和解が成立）などから、自動車環境対策の

重要性がますます高まってきました。

このような背景のもと、平成 年６月に、自

動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質

の特定地域における総量の削減等に関する特別

措置法（以下本節において「自動車 ･ 法」

という。）が制定され、同年 月に県内 市町

村（平成 年 月１日現在の行政区画）が対

策地域に指定されました。

こうしたことから、県は、平成 年 月に

県の特色を生かした先進的かつ効果的な施策を

盛り込んだ「あいち新世紀自動車環境戦略」を、

平成 年７月に自動車 ･ 法に基づく「愛

知県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子

状物質総量削減計画」を策定し、自動車環境対

策の推進に取り組んできました。

その結果、県内の大気環境は概ね改善傾向に

ありますが、今後とも、二酸化窒素及び浮遊粒

子状物質に係る大気環境基準を確保するととも

に、自動車騒音対策や温室効果ガスの削減を強

化していく必要があります。

このため、平成 年度から、国の関係行政機

関、警察本部、市町村、関係道路管理者、関係

団体等から構成される「あいち新世紀自動車環

境戦略会議」及び「愛知県自動車排出窒素酸化

物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会」に

おいて検討を重ね、「自動車環境戦略」の中に「総

量削減計画」を取り込み、１つの計画として整

理し、平成 年度（ 年度）を目標とした

「あいち自動車環境戦略 」（以下「新戦略」

という。）を平成 年３月に策定しました。 
現在、この新戦略に基づき、目標年度に向け

て「安心・快適な暮らしを支え、環境と自動車

利用が調和した社会」の実現を目指し、低公害

車の普及促進や流入車の排出基準適合車への転

換などの自動車環境対策を推進しています。

 
３ 県の施策

（１）あいち自動車環境戦略 【地球温暖

化対策室】

ア 新戦略の目標

① 目標年度： 年度

② めざす将来像：安心・快適な暮らしを支え、

環境と自動車利用が調和した社会

③ 社会の姿

■ 環境に優しい自動車が普及した社会

■ 澄んだ空気の中で安心して生活できる

社会

■ 環境負荷の少ないスマートな交通シス

テムを実現する社会

■ 環境に配慮した自動車利用が広く行わ

れている社会

④ 環境目標

■ 二酸化窒素 ⇒ 大気環境基準確保

■ 浮遊粒子状物質 ⇒ 大気環境基準確保

■ 騒音 ⇒ 自動車騒音環境基準達成

■ 温室効果ガス ⇒ 運輸部門からの排出

量 ％削減（対 年度比）

イ 年度に向けた９つの取組内容

① 自動車単体対策の強化等

② 車種規制の実施及び流入車の排出基準の
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適合車への転換の促進

③ 低公害車の普及促進

④ エコドライブの普及促進

⑤ 交通需要の調整・低減

⑥ 交通流対策の推進

⑦ 自動車交通集中地域等の対策の推進

⑧ 普及啓発活動の推進

⑨ 道路環境改善対策

（２）自動車 ･ 法【地球温暖化対策室】

ア 自動車 ･ 法に基づく総量削減計画

県は、自動車 ･ 法に基づき、平成 年

３月に平成 年度を目標とする「愛知県自動車

排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量

削減計画」を策定しました。

この計画は、自動車 ･ 法の対策地域内に

おいて窒素酸化物及び粒子状物質に関する環境

基準の確保を目指して、両物質について目標と

する総排出量を定めたものです 表 。

県は、目標達成に向け国を始めとする関係機

関と連携して各種対策に取り組んでいます。

表 自動車から排出される窒素酸化物及

び粒子状物質の総排出量

（単位： 年） 

年度
窒素酸化物

排出量

粒子状物質

排出量

年度（基準年度）

年度（ 実 績 ）

年度（中間目標）

年度（目標年度）

イ 車種規制

自動車 ･ 法の対策地域に使用の本拠を

置く貨物自動車、乗合自動車、ディーゼル乗用

車及びこれらをベースに改造した特種自動車に

ついては、同法に基づく窒素酸化物排出基準及

び粒子状物質排出基準（表 ）が適用され

ます。

平成 年 月からは、対策地域に使用の本

拠を置く自動車のうち排出基準を満たさない場

合、新車は新規登録を受けることができず、使

用過程車は車種ごとに定められた猶予期間（初

度登録からの経過年数）経過後は更新登録がで

きないこととなっています。

表 自動車 ･ 法による排出基準

車種区分 基準の内容

貨物自動車

乗合自動車

特種自動車

（貨物自動車・乗

合自動車

ベース）

車両総重量

ｔ以下

： ㎞（昭和 年規制ガソリン車並）

： ㎞（注）

車両総重量

ｔ超 ｔ以下

： ㎞（平成６年規制ガソリン車並）

： ㎞（注）

車両総重量

ｔ超 ｔ以下

： （平成７年規制ガソリン車並）

： （注）

車両総重量

ｔ超

： （平成 年、平成 年規制ディーゼル車並）

： （平成 年、平成 年規制ディーゼル車並）

ディーゼル乗用車

特種自動車（ディーゼル乗用車ベース）

： ㎞（昭和 年規制ガソリン車並）

： ㎞（注）

（注）この の値は、新短期規制（資料編「大気環境」図３参照）の の値。

（資料）環境部作成

 
ウ 事業者対策

自動車 ･ 法では、対策地域内で 台以

上の自動車を使用している者を特定事業者とし

て位置づけ、低公害車の導入、適正運転の励行、

走行量の削減等事業活動に伴う窒素酸化物等の

排出抑制のための必要な措置に関する計画（自

動車使用管理計画書）の作成及び知事等への提

出を義務づけています。計画を提出した後も、

（資料）環境部作成 
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その実施状況（自動車使用管理実績報告書）を

毎年知事等へ報告しなければなりません。平成

年度は 事業者から知事への報告がありま

した。

（３）大気汚染防止法による自動車単体規制【地

球温暖化対策室】

自動車排出ガスの規制に関しては、自動車

･ 法に基づく基準のほかに大気汚染防止

法に基づく全国一律の基準（許容限度）が定め

られています。この基準に基づき窒素酸化物の

排出に関して、ガソリン・ 車は昭和 年度

から、ディーゼル車は昭和 年度から規制が開

始され、その後逐次強化されています（資料編

「大気環境」図１、図２、図３参照）。

（４）県民の生活環境の保全等に関する条例に

基づく低公害車導入義務【地球温暖化対策室】

県は、県民の生活環境の保全等に関する条例

第 条に基づき、平成 年度から、県内で使

用する自動車の台数が乗用車換算で 台以上

となる事業者（特定自動車使用事業者）には一

定割合（車両重量に応じて２～３割）以上の低

公害車を導入するとともに、その状況について

知事へ報告することを義務づけています。平成

年度は 事業者から報告がありました。

（５）環境への負荷の少ない車の普及促進

ア 電気自動車・プラグインハイブリッド自動

車の普及【地球温暖化対策室】

県は、次世代のエコカーと言われる電気自動

車（ ）やプラグインハイブリッド自動車（ ）

の早期の本格的な普及に向けて、経済産業省の

「 ･ タウン構想」に基づきモデル事業であ

る「 ･ タウン」モデル事業を平成 年度

から実施しました。

このモデル事業では、電力会社、自動車メー

カー、市町村やその他協力企業等とともに、事

業推進のためのあいち ･ 普及ネットワー

クを組織し、 ･ の率先導入、充電インフラ

の整備、普及啓発などの実証実験を行いました。

その結果を踏まえて、普及のための指針となる

「マスタープラン」を作成するとともに ・

の普及促進を図ってきました。 
当初、経済産業省は、「 ･ タウン構想」

を平成 年度までとしていましたが、平成

年度まで延長しました。本県も平成 年度から

は「 ･ タウン」事業として、 ･ の導入

促進、充電インフラの整備促進、普及啓発を行

い、引き続き ・ の普及促進を図っていま

す。 
イ 環境への負荷の少ない車の導入支援【地球

温暖化対策室】

県は、低公害車の普及を図るため、低公害車

を購入しようとする事業者を対象に低公害車と

通常車両との購入差額の補助を行っています。

平成 年度の補助件数は 台でした。

また、電気自動車及びプラグインハイブリッ

ド自動車に対する自動車税については平成

年から約２年間、県独自の課税免除制度を導入

していましたが、その対象期間を平成 年度ま

で３年間延長しました。

【用語】

電気自動車（ ）：リチウムイオン電池を搭載し、電気モーターを動力として走行する自動車。家庭用電

源でも充電でき、ガソリン車に比べ 排出量を約１／３に抑えることができる。

プラグインハイブリッド自動車（ ）：ガソリンエンジンと電気モーターを搭載し、リチウムイオン電池

と充電プラグを備える自動車。家庭用電源でも充電でき、従来のハイブリッド自動車と比較して長時間

の電気モーター走行が可能であり、 排出量をガソリン車の約４割に抑えることができる。
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県では、CO2の排出量が少なく、環境に優しい次世代自動車として期待される電気自動車（EV）やプ

ラグインハイブリッド自動車（PHV）に必要な充電インフラの整備・配置を促進するため、平成 25 年

７月 26 日に「愛知県次世代自動車充電インフラ整備・配置計画」（以下「ビジョン」という。）を策定

しました。

EVやPHVに必要な充電インフラの整備を加速させることで、EVやPHVの普及を促進するとともに、

次世代自動車や次世代エネルギー産業の集積を促し、低炭素社会の実現を図ることとしています。

このビジョンは、全国で初めて設置事業者と連携し、その意向を反映して策定したものであり、2020

年度末までに 1,600 基を整備するという全国屈指の整備目標を掲げています。

また、県は、設置された充電器の場所を EV・PHV の利

用者の皆様に知っていただくため、静岡県、富山県、石

川県、岐阜県及び三重県とともに EV・PHV 用充電器の位

置情報がわかるスマートフォン専用アプリ「EV・PHV 充

電まっぷ」を開発し、平成 25 年 12 月 17 日から配布し

ています。（配布は Android 搭載機に限ります。）

このアプリでは、充電器の位置

情報や利用条件等を地図や写真で

わかりやすく表示するだけでなく、

「安心・簡単・便利」に周辺の充

電器情報を検索することができま

す。

充電インフラの利用パターンと整備目標

H26.3 末現在設置数

【543 箇所、756 基】

設置が必要な充電インフラ

【888 箇所、約 888 基】

設置事業者より既に設置

意向がある充電インフラ

【203 箇所、228 基】

（急速 92、普通 136）

2020 年度末までの整備目標
【1,600 基】

トップ画面 位置情報画面アイコン
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（６）「貨物自動車等の車種規制非適合車の使用

抑制等に関する要綱」に基づく流入車対策【地

球温暖化対策室】

県は、名古屋市及び岡崎市とともに、自動車

NOx･PM 法の対策地域において運行する車両を

対象として、車種規制非適合車の使用抑制を促

進するために「貨物自動車等の車種規制非適合

車の使用抑制等に関する要綱」を平成 22 年８月

に制定・施行しました。

この要綱では、運送事業者等が県内の対策地

域でトラック・バス等を運行させる場合は、車

種規制適合車を使用するとともに、荷主等が貨

物等の運送を委託する場合には、運送事業者等

に対して車種規制非適合車を使用しないよう要

請することになっています。また、一定規模以

上の荷主等は、その要請状況を毎年度報告する

ことになっています。

（７）自動車騒音対策【地球温暖化対策室】

自動車騒音を低減するためには自動車本体か

ら発生する騒音を低減することが効果的である

ことから、昭和 46 年以降逐次、騒音規制法に基

づく規制（許容限度）が強化されています（資

料編「騒音・振動・悪臭」図１、図２参照）。

また、県は、騒音の深刻な地域において、国

土交通省中部地方整備局などの関係機関ととも

に低騒音舗装の敷設等各種対策を総合的に推進

しています。平成 12 年６月には、中部地方整備

局が中心となり、岡崎及び安城地区において道

路に面する地域の環境基準の達成を目指す「沿

道環境改善プログラム」が策定されました。こ

のプログラムに基づき、環境施設帯の設置、低

騒音舗装の敷設等の道路構造対策やバイパスの

整備等道路交通騒音対策が計画的かつ総合的に

進められており、これまでに沿道環境整備を目

的とした用地取得などが行われました。

なお、騒音規制法では、「市町村長は、自動車

騒音が要請限度を超え道路周辺の生活環境が著

しく損なわれると認めるときは道路交通法に基

づく措置をとるよう県公安委員会に対し要請す

るものとされているほか、自動車騒音を減少す

電気自動車(EV)及びプラグインハイブリッド自動車(PHV)の本格普及には、充電インフラの整備促

進が不可欠です。県は充電インフラの整備促進のシンボルとして、県として初めて県庁本庁舎に充電

ステーションを整備し、平成 26 年 11 月４日から供用を開始しました。このステーションは名古屋市

中区三の丸周辺では、初めての設置となります。EV・PHV でご来庁の際には、是非ご利用ください。

また、県では、EV・PHV を始めとした次世代自動車等先進エコカーを率先して公用車に導入してい

ます。今年度は、PHV を１台導入しました。

「愛知県庁充電ステーション」開所式 導入したプラグインハイブリッド自動車への

充電デモンストレーション
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るため道路管理者等に対し意見を述べることも

できる」とされています。平成 年度には愛知

県公安委員会に対する要請はありませんでした。

（８）環境にやさしい交通体系の構築

ア 「エコ モビリティ ライフ」の推進【交通

対策課】

県は、クルマ（自家用車）と公共交通、自転

車、徒歩などをかしこく使い分けるライフスタ

イルを「エコ モビリティ ライフ」（エコモビ）

と名付け、環境にやさしく安全で健康的な生活

や活力のある地域づくりの実現に向けて、平成

年度から、県民運動としてその推進を図って

います。

行政、交通事業者、各種団体、 など幅広

い分野の関係主体で構成するあいちエコモビリ

ティライフ推進協議会では、①「エコモビ」に

関する普及啓発、②エコ通勤・エコ通学への転

換促進、③パーク＆ライドの普及拡大、④公共

交通利用の動機付けを重点取組事項と位置付け

て取組を進めています。

平成 年度には、「エコモビ」の一層の普及・

定着を図るため、「エコモビ」推進表彰を実施し、

「エコモビ」推進のための取組や「エコモビ」

活動を積極的かつ効果的に行っている団体を表

彰するとともに、県民の皆様に「エコモビ」の

意義などを知っていただき、実践していただく

きっかけとするため、「エコ モビリティ ライフ

県民の集い 」を開催しました。

また、「あいちエコモビリティライフの日」（エ

コモビの日）［毎月第 水曜日］や土日祝日を中

心に、県内各地において「チームエコモビ」に

よる「エコモビ」 活動を実施しました。（「エ

コモビ」の詳細については、ウェブサイト「知

って得するエコモビ実践ガイド」参照）。

（ ）

イ 歩行者空間の確保【道路維持課】

歩道は、歩行者が通行する空間であることは

もとより、車の通行による沿道への影響を和ら

げる働きをしています。例えば歩道内の植樹帯

に設けられる街路樹などの緑は、都市の緑化に

寄与するだけでなく騒音を抑え大気を浄化する

機能を有しており、道路利用者や沿道住民に快

適な空間をもたらしています。

こうした観点からも、県は、道路の新設や改

良に際して歩道の整備を進めています。

ウ 自転車の適正利用の促進【交通対策課、道

路維持課】

自転車は、その経済性や利便性により通勤、

通学、買物等の日常生活からスポーツ・レクリ

エーションに至るまで幅広く利用されるほか、

環境負荷の少ない交通手段としても近年注目さ

れています。

県が平成 年 月から 月にかけて実施し

た「自転車駐車等に関する実態調査」によれば、

駅周辺等で約２万台の自転車等が放置されてお

り、安全通行、防災、都市景観などの点から大

きな社会問題となっています。このため、市町

村に対して自転車等の放置の防止に関する条例

の制定に対する助言や放置自転車クリーンキャ

ンペーンの実施など放置自転車対策を進めてい

ます。更に、自転車を安全で快適に利用できる

エコ モビリティ ライフ 県民の集い  

「チームエコモビ」による
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よう自転車道などの施設の整備・充実を図って

います（表 ）。

表 県管理自転車道の整備状況

自転車道名
全体計画

延 長

平成 年度末

までの状況

実延長 進捗率

田原豊橋自転車道

豊田安城自転車道

武豊大府自転車道

（注）平成 年３月末現在

（資料）建設部調べ

エ 公共交通網の整備【交通対策課】

自動車交通による環境への影響を抑えるため

には、鉄道などの公共交通網の整備や乗継ぎ利

便性の向上により環境負荷の少ない公共交通機

関の利用率を高め、自家用車と公共交通機関の

それぞれの特性を生かしたバランスのよい交通

体系を確立していく必要があり、その実現に向

けては公共交通機関の整備・充実が課題となっ

ています。

このため、県は、名古屋市営地下鉄の建設改

良事業に対する支援などにより鉄道網の整備・

充実を図っています。

乗合バスについては、利用者数が昭和 年度

の５億 万人をピークに減少傾向にあり、

平成 年度の輸送人員は１億 万人と、ピ

ーク時の ％まで落ち込んでいます。県は、

地域住民の生活上必要な路線を維持・確保する

ため、昭和 年度から国と協調して地方バス路

線維持対策としての助成措置を講じています。

平成 年度は名鉄バス㈱を始め５事業者に対

して助成を行いました。

オ 道路整備【道路建設課】

無駄な燃料消費の抑制を目的として、県は、

橋梁・踏切等のボトルネックの解消を始めとし

た都市部における慢性的な交通渋滞の改善のた

めの広域幹線道路網の整備、現道拡幅、環状道

路やバイパスの整備等の道路改良、交差点改良、

橋梁整備、踏切除却等の事業を進めています。

また、大規模な道路整備を行う際には適切に環

境影響評価を実施するなど周辺環境に配慮した

道路整備を進めています。

（注）ボトルネック：ビンの首のように狭くな

った所で交通渋滞が起こる状態

カ 沿道環境の保全【道路建設課】

道路交通に起因する環境問題に対処するため、

県は、沿道環境の保全を目的とした道路構造に

よる対策を講じています。道路構造による対策

には、沿道の土地利用状況等を考慮した環境施

設帯や遮音壁の設置、良好な路面の保全などが

あります。

キ 交通管理による環境対策

（ア）道路交通の実態に応じた交通規制【警察

本部交通規制課】 
警察は、交通の安全と円滑な流れを確保しつ

つ、通行車両による騒音の減少を図るための最

高速度規制及び大型車両通行区分（中央走行）

規制、交通総量抑制や車両排出ガス削減を図る

ためのバスレーン規制などの交通規制を、沿道

地域の交通環境や道路環境等の状況に応じて実

施しています。

（イ）交通関係法令違反に対する交通指導取締

り【警察本部交通指導課】 
警察は、交通公害の低減を図るため、県内各

地域において整備不良車両、過積載違反車両等

の指導取締りや不正軽油を対象とした街頭指導

等を、国土交通省、愛知県等の関係機関と連携

しながら実施しています。

（ウ）高度な交通管制システムの運用【警察本

部交通規制課】 
警察は、信号機や交通管制システムの高度化

を図り、複雑・過密化した都市部の自動車交通

を適切に配分・誘導しています。具体的には、

車両感知器等で収集した交通量や走行速度等の

データを分析し、その分析結果に基づき、交通

状況に応じた信号機の制御やきめ細かな交通情

報の提供等を行っています。

（エ）交通情報の提供【警察本部交通規制課】 
警察は、交通管制システムにより収集・分析
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第３節　新幹線鉄道騒音・振動
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２ 県の施策【大気環境課】

県は、毎年、新幹線鉄道の通過する県内

市町と愛知県新幹線公害対策連絡会議を開催し、

東海に対し新幹線公害防止や沿線の環境改

善の働きかけを行っています。

東海では、環境に配慮した新型車両の開

発・導入のほか、地上対策として改良型防音壁

の設置、レール削正、高架橋端部補強工等の様々

な発生源対策を進めています（図 ）。

また、発生源対策とは別に沿線対策として民

家の防音、防振工事等を進めています。

図 新幹線鉄道騒音・振動対策の体系

（資料）環境部作成

新幹線鉄道 
騒音・振動 
対策 

騒音対策 

振動対策 

集電系音―重架線化、ハンガー間隔縮小化、

パンタグラフの改良等 

空力音―車両の改善（パンタカバー改良、先

頭形状の先鋭化、屋根上及び側面の平滑化）

転動音―レール重量化、防音壁、改良型防音

壁、レール削正等 

構造物音―鉄桁防音工、バラストマット等 

障害防止対策 
民家の防音、防振工事等 

学校、病院等の防音・防振工事 

沿線の土地利用の適正化 

車両の軽量化、バラストマット、レール削正、

高架橋端部補強工、まくらぎ連結工 

土地利用対策 

発生源対策 

沿線対策 

行政の取組 

ＪＲ東海の取組 
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